
自治会員のみなさまへ 

久野坂下自治会からのお知らせ 

 

○ 令和 7(2025)年度のスタート 

○ 坂下地区一斉清掃について 

○ 会員届の提出について 

○ 再建する公民館の概要と事業者の決定について 

○ 令和７(2025)年度の事業計画・役員について 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 覧 
令和 7(2025)年 

4 月 20 日 
久野坂下自治会 
会長 山中満治 

 

久野坂下自治会 
令和７(2025)年度がスタートしました 

令和６年度久野坂下自治会定期総会を３月１６日に開催し、自治会、環境整備委員会、自

主防災組織、山神神社世話人、公民館等から提出された議案、新役員選任、公民館再建事業

の事業者及び自治会の法人化を進めることについても承認されました。 

令和７年度は、久野坂下自治会三役 （自治会長：山中満治、自治会副会長：鈴木秀雄、

浜野正美、野頼春雄、自治会会計：桒原雄一）の５名で自治会運営を行っていくこととなり

ますのでご協力をよろしくお願いいたします。 

※他機関などの役員は、別紙の名簿をご確認ください。 

久野坂下自治会 

坂下地区一斉清掃の実施について 

坂下地区一斉清掃を下記のとおり実施しますので、地区内の皆さまで協力し合い清掃して

くださるようお願いいたします。 

日 時：令和７年５月２５日（日曜日）午前８時３０分～10 時頃まで 

※雨天中止（午前７時までに判断します） 

場 所：ご自宅の周辺の清掃をお願いいたします。 

 

 ※道路等に出ている樹木の枝などについても、選定してくださるようお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久野坂下自治会 

自治会法人化への移行伴う 会員届の提出について 

令和６年度自治会定期総会で自治会の法人化（認可地縁団体への移行）を進めることが承

認されたところです。 

 市への法人化の認可申請にあたり、構成員名簿（会員名簿）の提出が必要となります。 

会員名簿の作成にあたり、皆さまにあらためて会員届の提出をお願いするものです。 

 なお、法人化により、会員は個人単位となるため、世帯全員のかたが会員となることがで

きます。 

区域内の概ね半数以上が会員であることが法人化の認可要件になっているため、極力多く

の方の記載をお願いいたします。 

●会員届の用紙は、組長に各戸配布していただきますので、自治会で用意した封筒に入れ、

５月 17 日までに組長に提出してください。 

●個人情報は、「久野坂下自治会個人情報取り扱いルール」に基づき管理させていただきま

す。 

坂下公民館再建推進委員会 

再建する公民館の概要と事業者の決定について 

再建する新たな公民館について、備えるべき要件を取りまとめ、令和６年８月から１２月

末までの期間で、委員会で選定した３社に提案をお願いしていましたが、事業者が決定しま

したので報告いたします。 

事業者：株式会社三心 代表取締役社長 春田達也 [小田原市久野 3067 番地] 

 建物の概要：・木造平屋 ・建築面積 133.32 ㎡（今後、詳細検討後に変更することがあります） 

 

平面図（案） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度自治会事業計画及び役員について 

久野坂下自治会定期総会を開催し、令和７年度自治会事業計画及び新役員が承認されまし

たので報告いたします。 

Ⅰ 令和７(2025)年度久野坂下自治会事業計画 

 １ 環境美化の推進  

（１）坂下地区内一斉清掃の実施（5月 25日（日）） 

（２）環境整備委員会による地区内環境パトロールを実施（6月、12月）  

（３）不具合箇所の改善を図るために、自治会三役と環境整備員会が連携し、関係機関に対

して改善要望を行う。（6月）  

（４）環境整備委員会及び環境美化推進委員等において、ゴミステーションを良好な 環境に

保つため、見回り等を実施しネット交換等及び指導助言を行う（随時）  

（５）「山王川・久野川をきれいにする会」が実施する山王川・久野川清掃に協力する。 

                             （5月 31日（土） 

（６）身近な公園プロデュース事業（山神下公園と久野坂下公園の管理等）（適宜） 

（７）地域の花いっぱい活動支援事業のグリーンライフサークルに登録し、花壇設置 

２ 広報・情報発信の充実  

（１）自治会の行事や、市や連合会などからの各種情報の提供を行う。  

（２）「久野坂下自治会からのおしらせ」を月 1～2回程度回覧する。  

（３）広報の拡充を図るためホームページを適時更新し、内容充実を図る。 

（４）広報おだわら、県のたより、市議会だよりなどを、組長と地区広報委員と協力し  

戸別配布する。（毎月月末）  

３ 催事の開催（実行委員会方式による開催）  

（１）山神神社祭典納涼大会の開催（8月 23日（土））  

（２）神山神社祭典開催、神輿・山車の巡行（10月 12日（日）） 

４ 防災対策の強化（久野坂下自治会自主防災組織において実施） 

（１）小田原市いっせい総合防災訓練への参加（11月 8日（日）） 

５ 給付事業   

（１）会員の方の慶弔に際して給付を行う。  

 

６ 助成事業  

（１）各種団体の活動に対し助成を行う。 

ア． 公民館の運営に助成する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ． 山神神社の運営に助成する。 

ウ．坂下イルミネーション事業を実施する〖坂下を盛り上げよう会〗の活動に助成す

る。 

７. 会議等の開催  

（１） 役員会を開催（年 4回程度）  

（２） 組長会議を開催（年 7回：4月、5月、7月、9月、12月、2月）  

（３） 臨時総会を開催（7月、9月） 

（４） 定期総会を開催（3月 15日）  

（５） 自治会三役会議を開催。(毎月 1回～２回程度)  

８． 久野地区各種団体等が実施する事業への協力 

久野自治会連合会、久野地区社会福祉協議会、久野体育振興会などが実施する事業への協

力  

（１）久野地区自治会連合会 

① 防犯パトロール（年二回実施）：自治会三役、公民館、民生委員等参加 

② 環境パトロール（年一回実施）：自治会長参加 

（２）久野地区社会福祉協議会  

① 福祉バザー（10月） 

② 各種募金活動〖赤十字募金（6月）〗〖共同募金（11月）〗 

（３）久野体育振興会  

① 久野スポーツフェスティバル（10月） 

② スポーツフェスティバル(6月、2月) 

③ おだわら駅伝競走大会(１月) 

（４）二川体育協会  

① 足柄学区健民祭(10月) 

（５）小田原市自治会総連合  

① 市内一斉あいさつ運動(11月 4日（月）)  

９． 自治会加入の促進  

（１） 組長と連携し転入者に対し加入促進を図る 

（２） 宅地分譲地の開発者や不動産会社などに加入促進の協力依頼 

（３） その他、未加入者の加入促進対策を検討する 

１０．その他  

（１）公民館の再建に向けた検討を推進（公民館再建推進委員会において推進） 

（２）地方自治法に定める地縁団体（法人化）への移行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４月の広報仕分け作業手伝いについて 
担当の組は、 １A・１B・1D の組長です。 
４月 2９日（火）１8 時から公民館にて作業しますので、お集まりください。 

 

〇市等からの回覧物 

・お茶飲み会へのお誘い（ふれあい久野どんぐりの会） 

・はくさんだより・はくさんぽ（地域包括支援センター） 

・市民通報アプリ「おだわら忍報」（小田原市広報広聴室） 

・スケッター 募集してます！ （小田原市高齢介護課） 

・防犯かながわ（神奈川県防犯協会連合会） 

〇 坂下自主防災役員会  
（久野坂下自主防災組織） 

日 時 ５月 1７日（土）18 時～ 

会 場 坂下公民館 

〇組長会議（久野坂下自治会） 

日 時 5 月 18 日（日）1６時～ 

会 場 坂下公民館 

〇 久野地区社会福祉協議会評議員会  
（久野地区社会福祉協議会） 

日 時 4 月 26 日（土）19 時～ 

会 場 久野区民会館 

〇 お茶飲み会 
（ふれあい久野どんぐりの会） 

日 時 ５月 17 日（土）13 時３０分～ 

会 場 北久保公民館 

会 費 無料  
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